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○開発行為等の規制に関する規則 

昭和四十六年四月八日 

秋田県規則第十二号 

開発行為等の規制に関する規則をここに公布する。 

開発行為等の規制に関する規則 

（趣旨） 

第一条 都市計画法（昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。）第三章第一節の施行

については、都市計画法施行令（昭和四十四年政令第百五十八号）及び都市計画法施行規

則（昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

（昭五〇規則一五・昭五九規則一一・平一三規則六六・平一五規則一二・平一九規

則七〇・一部改正） 

（開発許可申請書の添付図書） 

第二条 法第三十条第一項の規定により知事に提出する申請書には、法及び省令に規定する

もののほか、次に掲げる図書（主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供

するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う一ヘクタール未満の開発行為にあ

つては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。）を添付しなければならない。 

一 開発区域の土地の登記事項証明書 

二 造成計画面積求積図（縮尺千分の一以上） 

三 申請者の法人の登記事項証明書（個人にあつては、住民票の写し。以下同じ。）、事

業経歴書及び納税証明書（最近二箇年における国税又は県税に係るもの） 

四 工事施行者の法人の登記事項証明書、事業経歴書及び建設業の許可証明書 

五 その他知事が必要と認める図書 

（昭五〇規則一五・昭六二規則一一・平五規則三九・平一三規則六六・平一七規則

二一・一部改正） 

（開発行為変更許可申請書の添付図書） 

第二条の二 法第三十五条の二第二項の規定により知事に提出する申請書には、省令に規定

するもののほか、前条に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更される

ものを添付しなければならない。 

（平五規則三九・追加、平一三規則六六・一部改正） 
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（既存の権利者の届出の添付書類） 

第三条 法第三十四条第十三号の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

一 土地の登記事項証明書又は所有権を証する書類 

二 土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合にあつては、その旨を証する書類 

三 農地にあつては、農地の転用の許可書の写し 

（昭五〇規則一五・平一七規則二一・平一九規則七〇・一部改正） 

（開発許可の表示） 

第四条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の期間中、工事現場の見やすい場

所に標札を掲示しなければならない。 

（工事完了公告前の建築等の承認申請） 

第五条 法第三十七条第一号の規定による承認を受けようとする者は、申請書に次の各号に

掲げる図書を添付して、知事に申請しなければならない。 

一 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図（縮尺五百分の一以上） 

二 土地の利用に関する権利を有することを証する書類 

三 開発許可を受けた者の同意書 

四 その他知事が必要と認める図書 

（昭五〇規則一五・平一三規則六六・一部改正） 

（建築制度の緩和の許可申請） 

第六条 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次

の各号に掲げる図書を添付して、知事に申請しなければならない。 

一 建築物概要書 

二 位置図（縮尺二千五百分の一以上） 

三 建築物平面図（縮尺五百分の一以上） 

四 建築物立面図（縮尺二百分の一以上） 

五 建築物断面図（縮尺二百分の一以上） 

（昭五〇規則一五・平一三規則六六・一部改正） 

（予定建築物等以外の建築等の許可申請） 

第七条 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次

の各号に掲げる図書を添付して、知事に申請しなければならない。 

一 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図（縮尺五百分の一以上） 
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二 土地の利用に関する権利を有することを証する書類 

三 その他知事が必要と認める図書 

（昭五〇規則一五・平一三規則六六・一部改正） 

（地位の承継の承認申請） 

第八条 法第四十五条の規定による承認を受けようとする者は、申請書に同条に規定する権

利又は権原を取得したことを証する書面を添付して、知事に申請しなければならない。 

（昭五〇規則一五・平一三規則六六・一部改正） 

（書類の様式） 

第九条 次の表の上欄に掲げる法、省令及びこの規則の規定による同表中欄に掲げる書類は、

それぞれ同表下欄に掲げる様式によるものとする。 

上欄 中欄 下欄 

法第三十条第二項 公共施設管理者の同意書 様式第一号 

法第三十条第二項 公共施設管理予定者との協

議の経過書 

様式第二号 

法第三十五条の二第二項 開発行為変更許可申請書 様式第三号 

法第三十五条の二第三項 開発行為変更届出書 様式第四号 

法第八十一条第四項 標識 様式第五号 

省令第十七条第一項第三号 関係権利者の同意書 様式第六号 

第四条 標札 様式第七号 

第五条 工事完了公告前建築等承認

申請書 

様式第八号 

第六条 建築制限緩和許可申請書 様式第九号 

第六条第一号 建築物概要書 様式第十号 

第七条 予定建築物等以外の建築等

許可申請書 

様式第十一号 

第八条 地位承継承認申請書 様式第十二号 

（昭五〇規則一五・平五規則三九・平一三規則六六・平一九規則七〇・一部改正） 

（書類の経由及び部数） 

第十条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該申請又は届出に係

る土地の区域を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。 
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２ 前項の書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。ただし、同項の土地の区域が二以

上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数と同じ数とする。 

（平一九規則七〇・全改） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五〇年規則第一五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五九年規則第一一号） 

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六二年規則第一一号） 

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成五年規則第三九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成八年規則第一二三号） 

この規則は、平成八年四月一日から施行する。 

附 則（平成九年規則第四七号） 

この規則は、平成九年四月一日から施行する。 

附 則（平成一二年規則第五八号） 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一三年規則第六六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一五年規則第一二号） 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成一七年規則第二一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一九年規則第七〇号） 

この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。ただし、第九条及び第十条の改正規

定、様式第五号及び様式第六号を削り、様式第四号を様式第六号とする改正規定並びに様式

第三号を削り、様式第二号の四を様式第五号とし、様式第二号の三を様式第四号とし、様式

第二号の二を様式第三号とする改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二二年規則第三〇号）抄 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和三年規則第九号） 

この規則は、令和三年四月一日から施行する。 
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様式第１号 公共施設管理者の同意書（第９条関係） 

（昭50規則15・平12規則56・令３規則９・一部改正） 

様式第２号 公共施設管理予定者との協議の経過書（第９条関係） 

（昭50規則15・令３規則９・一部改正） 

様式第３号 開発行為変更許可申請書（第９条関係） 

（平５規則39・追加、平８規則123・平９規則47・一部改正、平19規則70・旧様

式第２号の２繰下、平22規則30・令３規則９・一部改正） 

様式第４号 開発行為変更届出書（第９条関係） 

（平５規則39・追加、平８規則123・平９規則47・平12規則58・一部改正、平19

規則70・旧様式第２号の３繰下、平22規則30・一部改正） 

様式第５号 標識（第９条関係） 

（平５規則39・追加、平19規則70・旧様式第２号の４繰下） 

様式第６号 関係権利者の同意書（第９条関係） 

（昭50規則15・一部改正、平19規則70・旧様式第４号繰下） 

様式第７号 標札（第４条、第９条関係） 

（昭50規則15・一部改正） 

様式第８号 工事完了公告前建築等承認申請書（第５条、第９条関係） 

（昭50規則15・平12規則58・平13規則66・平22規則30・一部改正） 

様式第９号 建築制限緩和許可申請書（第６条、第９条関係） 

（昭50規則15・平12規則58・平13規則66・平22規則30・一部改正） 

様式第10号 建築物概要書（第６条、第９条関係） 

（昭50規則15・一部改正） 

様式第11号 予定建築物等以外の建築等許可申請書（第７条、第９条関係） 

（昭50規則15・平12規則58・平13規則66・平22規則30・一部改正） 

様式第12号 地位承継承認申請書（第８条、第９条関係） 

（昭50規則15・平12規則58・平13規則66・平22規則30・一部改正） 

 


